
•お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
•広域連合お問合せセンター（☎０５７０ー０８６ー５１９）まで

令和４年は２回
後期高齢者医療の
保険証が変わります！

新しい保険証は、お住まいの
市区町村からお届けします。
（１回目は７月中、２回目は９月中）

発行　東京都後期高齢者医療広域連合
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自己負担割合が「１割」「２割」
「３割」の３区分になります。


